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施策に関する補足資料 

資料４参考



－1－ 

目標１ 若年・子育て世帯、高齢者等が安心して暮らせる豊かな地域社会の実現 

○若年・子育て世帯が安心して暮らせる地域社会づくり 

子育てに配慮した住まいづくりの促進を目的として、5 都県、7 市区で子育てに適した住宅・マ

ンションの認証制度の導入、ガイドラインの作成等を行っている。この中で、子育て世帯向け住ま

いが備えるべき、住宅の規模、住戸の面積や性能、共用部の性能や併設施設、子育て支援サービス

等のソフト対応、周辺施設等の立地状況などの基準が示されている。 

（参考）子育て世帯向け住まいの指針や認証制度等に関する他自治体の取り組み状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都では、安心して子どもを産み育てられる住まいづくりが広く行われることを目指し、住宅

事業者や都民が子育てに配慮した住宅を検討する際の参考となるよう、技術的な情報を整理したガ

イドブックを作成し、ホームページでの掲載および冊子の有料販売を行っている。 

（参考）東京都子育てに配慮した住宅のガイドブック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省「第 3回安心居住政策研究会」（H26.11.26）配付資料 
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若年・子育て世帯向けの住まい・住み替え・リフォーム情報と、市町村における移住・住み替え、

ＵＩＪターン・同居・隣居・近居支援情報、子育て支援サービス等の情報を一元的に発信すること

が考えられる。 

子育て支援、三世代同居・隣居・近居支援情報の一元化のイメージ（案） 

 

 

 

 

 

 

市町村による同居・隣居・近居支援事例 

（四街道市）      リフォーム事業者情報例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村が発信する子育て支援情報例（流山市） 

住まい・住み替え情報 

 公的賃貸住宅情報 

 民間賃貸住宅情報 

（あんしん賃貸） 

 シェアハウス情報 

（ガイドライン適合物件）

 住宅取得支援情報 

 優良マンション情報 

 リフォーム情報 
 資金調達情報 等 

県内市町村の支援情報 

 ＵＩＪターン支援 

 同居・隣居・近居支援 

 特徴的な子育て支援 等 

子育て支援サービス情報 

 保育所・幼稚園情報 

 公園・遊び場情報 

 子育てサークル情報 



－3－ 

○高齢者が安心して暮らせる地域社会づくり 

 厚生労働省は、2025 年（平成 37 年）を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的の

もとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよ

う、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進している。千

葉県においても、各市町村でそれぞれの地域特性に応じた取り組みが進められている。 

（参考）地域包括ケアシステムの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）取り組み事例 －地域福祉計画と連動した地域包括ケア（白井市）－ 

 

 

 

 

出典：厚生労働省ホームページ

出典：厚生労働省ホームページ
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○住宅地におけるエリアマネジメントの推進 

（参考）団地再生の取り組み事例 －大阪府千里ニュータウンの取り組み－ 

昭和37 年(1962 年)のまちびらき

から 50 年が経過した千里ニュータ

ウンでは、行政や住宅管理者が構成

する「千里ニュータウン再生連絡協

議会」において、千里ニュータウン

の様々な課題を解決しながら、まち

の活力を発展、継承していくための

基本的な考え方を示す「千里ニュー

タウン再生指針」を策定している。

この指針に基づき、住民や NPO 等を

含む関係者による再生に向けた各種

取り組みが進められている。 

 

 

 

 

 

千葉県内の住宅地においても、地域課題の解決に向けた取り組みが進められている。千葉市海

浜ニュータウンの高洲・高浜地区では、「建替えない団地再生」として、NPO 法人 ちば地域再生

リサーチが、住民と協力する地域の福祉、住宅のリフォームを中心とした地域密着サービス（コ

ミュニティビジネス）を行っている。   

市原市の青葉台では、町内会・市・コンサルティング会社 とともに、「青葉台地区に市民バス 

を走らせる研究会」を立ち上げて、 コミュニティバスの運行を実現している。 

 

 

 

 

千里ニュータウン再生指針の構成 
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目標２ 次世代にも承継される良質な住宅の形成と空き家の利活用等の推進 

○良質な住宅の供給促進と住宅性能の確保 

（参考）柏市建築物環境配慮制度（ＣＡＳＢＥＥ柏） 

柏市では、『建築環境総合性能評価システム（ＣＡＳＢＥ

Ｅ）』を基本に、柏市の地域特性に合わせて独自の評価項目

や評価基準を加えた『ＣＡＳＢＥＥ柏』を構築し、建築物

の環境配慮についての評価結果を公表している。不動産購

入者やテナント等は、これを参考に、より環境に配慮した

建築物や事業者等の選択ができる。また、金融機関と連携

し、評価結果が一定基準を満たす住宅を取得した場合の住

宅ローン金利の優遇措置が適用されている。 

 

（参考）千葉県防犯優良住宅認定制度（一般社団法人 千葉県防犯設備協会） 

千葉県では、公益社団法人 千葉県防犯協会において平成 18

年より、共同住宅、集合住宅に関して千葉県防犯優良マンション・

アパート認定制度が実施されている。これに加え、現在では一般

社団法人 千葉県防犯設備協会にて、防犯性能に優れた戸建住宅

の基準を示し、戸建住宅を対象とした｢千葉県防犯優良住宅認定制

度｣を創設している。 
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○適切な維持管理とリフォームによる質の向上 

埼玉県では、NPO 法人、専門家団体、公益企業団体、埼玉県及び市町村が相互に連携し、マン

ション管理組合、区分所有者等に適切な情報提供及び普及啓発を行い、良好なマンション居住環

境及び地域住環境の形成に資することを目的に、平成 16 年度より「埼玉県マンション居住支援ネ

ットワーク」を設立している。 

（参考）埼玉県マンション居住支援ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県下の市町村におけるマンション管理・再生支援制度一覧 

市町村名 事業名称 

千葉市 

分譲マンション相談会 

分譲マンション再生合意形成支援制度 

地域再生支援事業 

市川市 

マンション管理セミナー 

マンション管理士派遣制度 

分譲マンション共用部分等あんしん住
宅助成制度 

船橋市 

マンション管理無料相談 

マンション管理士等派遣事業 

分譲マンション耐震診断助成制度 

松戸市 

分譲マンション相談業務 

松戸市マンション管理相談員派遣制度 

分譲マンション情報提供業務 

習志野市 
マンション管理セミナー・相談会 

マンション管理士派遣事業 

市町村名 事業名称 

市原市 マンション管理セミナー・相談会 

我孫子市 マンション管理セミナー 

マンション管理個別相談会 

マンションアドバイザー派遣制度 

浦安市 分譲集合住宅管理アドバイザー派遣 

マンションみらいネット更新費用の助

成 

分譲集合住宅共用部分修繕等工事資金

利子補給金 

印西市 マンション管理士派遣事業 

白井市 マンション管理アドバイザー派遣事業 

区分所有の共同住宅等耐震診断補助事

業 
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○空き家の利活用と適切な管理の推進の推進 

 鳥取県では、空き家の利活用を検討している市民に向けた、空き家の利活用に向けた支援施策、

空き家の活用事例、国の施策等をまとめたガイドブックを作成し、印刷本の配布やホームページへ

の掲載を行っている。 

(参考)鳥取市空き家利活用ガイドブック 

 

 

 

 

 

 

世田谷区では、今後の世田谷における、空き家等の地域貢献活用の普及・促進をめざし、空き家

等（空き家・空室・空き部屋）で、オーナーまたは地域活動団体が主体となって行う地域貢献活用

企画を募集・選定し、初期整備助成を行っている。 

（参考）世田谷らしい空き家等地域貢献活用モデル企画 
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大阪府では、事案発覚から処理までの作業フローや危険度の判定基準等を取りまとめた「放置さ

れた空き家等老朽危険家屋に係るガイドライン」を策定している。策定にあたっては、「放置され

た空き家等老朽危険家屋に係る大阪府内建築指導担当連絡会議（大阪府及び府内全市町村）」にお

いて検討が進められた。 

 

（参考）大阪府放置された空き家等老朽危険家屋に係るガイドライン(平成 26 年 1 月版)抜粋 
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目標３ 多様な居住ニーズに応じた住宅市場の環境整備 

○既存住宅の流通の促進 

国土交通省は、住宅の適 切な維持管理並びに既存住宅の適正な売買を実現することを目的に、

住宅履歴情報の蓄積・活用のための仕組みを整備するため、「住宅履歴情報の蓄積・活用の指針」

をとりまとめ、普及・周知を行っている。 

住宅履歴情報の蓄積・活用の指針の概要 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省ＨＰ「住宅履歴情報の整備検討について」 
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○賃貸住宅市場の環境整備 

国土交通省は、多人数の居住実態がありながらオフィス、倉庫等の用途に供している建築物であ

ると称して、建築基準法の防火関係規定違反などの疑いのある状況で使用されている物件について、

情報受付窓口を設け具体的な物件に関する情報を収集するとともに、都道府県・政令市等の特定行

政庁に対して、物件に関する情報収集や調査、違反物件の是正指導等を行うよう要請している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

違法貸しルームのイメージ 
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目標４ 住宅セーフティネットの確保 

○居住支援の充実 

千葉県すまいづくり協議会居住支援部会の取り組み 
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目標５ 良好な居住環境の形成 

○個性ある美しい住宅市街地の形成 

千葉県内の市町村では、専門家派遣、講座やセミナーの開催、地域団体活動等、景観街づくりに

向けた様々な取り組みを実施している。また、東京都では、都下市町村の景観づくり支援制度に関

する情報を集約し、ホームページで発信している。 

流山市街づくり相談員派遣制度     千葉市やってみようよ まちづくり支援制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

君津市 景観セミナー 

 

 

 

                    （参考）東京都ホームページ 

 


